
 

警報発令時における休校措置について（改訂） 

                             令和３年５月２５日 

 

 

１．午前６時００分の時点で、「大雨警報」「暴風警報」のいずれかの警報が本校居住地

である日高川町に発令されている場合は、臨時休校とします。 

 

 

２．午前６時００分の時点で、生徒居住地に「大雨警報」「暴風警報」のいずれかの警

報が発令されている場合は、公欠扱いとしますので、その旨を学校に連絡をしてくだ

さい。 

 

 

３．その他、洪水、高潮等の警報、または注意報が発令されている場合は、原則として

平常通り授業を行います。但し、安全が確認できず、登校の判断ができない場合は、

学校へ連絡してください。 

 

 

 

※ 学校への連絡の時間は７時３０分～８時００分までとします。 

和歌山南陵高等学校 TEL ０７３８－５３－０３１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


